
款： 項：

目：

（単位：千円）

【　事　業　内　容　】

1 センター北あいたいメイト設備更新費

（１　事業目的・内容）

　センター北駅あいたいメイトにおいて、新型コロナ感染拡大防止策の一環として、お客様に安心して店舗をご利用いただけるよう、

出入口を常時開放するなど換気対策を徹底し営業してきました。

それによって、冷房負荷が大きくなり、商業用電力変圧器の容量を超える事案が発生いたしました。

　今後もお客様に安心してご利用いただくために、機器の更新を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　除却資産の有無） （５　補助対象の有無）

□ 有 □ 有
■ 無 ■ 無

（６　年次表）

総　　額４年度予定

種目 内容 耐用年数 経過年数 備考
変圧器の更新 - - 30KVAから75KVAへ性能向上

変圧器の更新に伴う幹線更新 - -受電設備の更新

様 式 ２

令和３年度　建設改良費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

予 算 額
３年度　A ２年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

01　建設改良費 所属：12　高速鉄道事業資本的支出

52,533 88,644 36,111△              

07　附帯事業費 担当者名： 田中、髙澤、根本、橋本

資産活用課

債務負担設定

３年度予算額

３年度予算

事　　業　　費 6,028

５年度予定 ６年度以降２年度予算

（単位：千円）



款： 項：

目：

様 式 ２

令和３年度　建設改良費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

01　建設改良費 所属：12　高速鉄道事業資本的支出

07　附帯事業費 担当者名： 田中、髙澤、根本、橋本

資産活用課

【　事　業　内　容　】

2 三ツ沢下町自治会館空調設備新設費
（１　事業目的・内容）
　三ツ沢下町自治会館の事務所用大型空調設備については、経年劣化により冷房機能が故障しています。また、設置メーカーの事業

撤退並びに当該部品の取り扱い店がないことから、修繕が行えません。

　つきましては、空調設備の新設を行います。また、大型事務所用ではなく、家庭用のコンパクトな空調設備を新設します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　除却資産の有無） （５　補助対象の有無）

□ 有 □ 有
■ 無 ■ 無

３年度予算額

（単位：千円）



款： 項：

目：

様 式 ２

令和３年度　建設改良費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

01　建設改良費 所属：12　高速鉄道事業資本的支出

07　附帯事業費 担当者名： 田中、髙澤、根本、橋本

資産活用課

【　事　業　内　容　】

3 電飾看板のＬＥＤ化業務委託
（１　事業目的・内容）
　製造を中止した蛍光灯器具や、製造が縮小傾向にある型式の蛍光灯を使用していた看板をＬＥＤ化し、
不点灯時の交換不能や電球切れ等のトラブルを未然に防止するとともに、照度向上による媒体価値向上を図ります。

（２　前年度から変更・見直しした点）
対象駅と台数の変更
Ｒ３年度（６台）：新横浜駅（６台）
Ｒ２年度（合計34台）：センター南駅（20台）、戸塚駅（14台）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　除却資産の有無） （５　補助対象の有無）

□ 有 □ 有
■ 無 ■ 無

（６　年次表）

（単位：千円）

総　　額

３年度予算額

債務負担設定
事　　業　　費

２年度予算 ４年度予定 ５年度予定 ６年度以降３年度予算

12,812



款： 項：

目：

様 式 ２

令和３年度　建設改良費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

01　建設改良費 所属：12　高速鉄道事業資本的支出

07　附帯事業費 担当者名： 田中、髙澤、根本、橋本

資産活用課

【　事　業　内　容　】

4 電飾看板のリニューアル
（１　事業目的・内容）
　老朽化が進み、安全面にも問題がある電飾看板のリニューアルを実施し、広告の魅力や訴求力向上により広告料収入の確保を図ります。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　除却資産の有無） （５　補助対象の有無）

□ 有 □ 有
■ 無 ■ 無

３年度予算額

（単位：千円）



款： 項：

目：

様 式 ２

令和３年度　建設改良費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

01　建設改良費 所属：12　高速鉄道事業資本的支出

07　附帯事業費 担当者名： 田中、髙澤、根本、橋本

資産活用課

【　事　業　内　容　】

5 センター南駅構内店舗の防火シャッター更新費
（１　事業目的・内容）
　防火シャッター等の防火設備に挟まれることにより、人が重大な危害を受けることがないようにするため、建築基準法施行令改正の中で、

シャッター閉鎖作動時の危害防止装置の設置が義務付けられました。

　これを受け、センター南駅構内店舗において、危害防止装置が未設置の防火シャッター（14か所）について、設置を進めます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
建築基準法施行令第112条19項

（４　除却資産の有無） （５　補助対象の有無）

□ 有 □ 有
■ 無 ■ 無

３年度予算額

（単位：千円）


